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日本の矯正看護学発展の必要性に関する一考察

一刑事施設と医療に関する裁判事例を通じて-

柳井 圭子 1)

研究ノー ト

本稿は､日本における法看護学導入のための基盤研究の一つとして､矯正看護領域の発展の必要性とその可能性について検討した

ものである｡法看護学とは､1980年代より欧米で発展している法科学を取り入れた看護学である｡法看護学の知見と専門的な技術を

有する看護者は､その者に対し侵害された/侵害されている人権の擁護者として関わりながら､暴力や犯罪､事故等の法的諸問題に

遭遇した対象者の健康問題を解決する｡このような看護の実践活動は､その者だけでなく暴力や犯罪等によって苦しむ社会全体の健

康問題の解決や予防に繋がる｡法看護学が対象とする範囲は広く､その1つが､刑務所や拘置所等の刑事施設に収容されている受刑

者を対象とする矯正看護領域である｡本稿は､日本における法看護学発展の可能性に関わる研究として､日本における矯正看護の状

況と看護者の役割について考察したものである｡
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Ⅰ はじめに

本稿は､日本における法看護学導入のための基礎的研

究として､その一領域である矯正看護学の発展の必要性

とその可能性について検討したものである｡法看護学と

は､1980年代より欧米で発展しており､法科学を取り入

れた看護学である1)2)｡暴力や犯罪事件や事故等法的諸

問題に遭遇した対象者に法看護学を適応することによっ

て､対象者に潜む健康障害､あるいは生じた健康被害を

兄いだし的確な看護を提供することで､対象の人権を擁

護し､暴力や犯罪事件に関わる健康問題-の対応を行い､

違法な行為を予見･防止することに寄与するものである｡

法看護学が対象とする範囲は広く､その 1つの領域が､

刑務所や拘置所等の刑事施設に収容されている受刑者の

健康問題に取り組む矯正看護である｡

その刑事施設であるが､平成 16(2004)年､受刑者の

過剰収容が問題となっており､その解決に向け､刑事施

設の増設､受刑者の社会復帰に向けた援助等様々な取り

組みがなされており､平成 19年以降､被収容者数は減少

する傾向が見られている｡平成 23年には､新入所者 2

万5499人に対してそれを超える3万142人が出所してお

り､取り組みの成果とされている｡もっとも､その年､

刑事施設には6万9876人 (平成23年度末)が収容され

1)日本赤十字九州国際看護大学

ており､日本の総人口 (同年約 1億 2780万人)の4.8%

は刑事施設で生活している｡

このような刑事施設における健康管理を考えてみる｡

出所者の259人が刑事施設内で死を迎えている (死刑を

含む)3)｡収容生活の過程で､健康を害する者がいる｡

その中には､以前より健康問題を抱えている者もいる｡

さらに､健康障害に起因する違法行為により刑に服する

者もいる｡なかでも常習性のある薬物依存者 ･薬物中毒

者に対しては､違法薬物の取り締まりを強化する政策と

併せてその者の薬物による健康障害に対する治療とケア

がなされなければ社会的な問題は解決しない｡受刑者の

なかには､統合失調症や薬物中毒等の病歴をもつ者も多

く､刑事施設という特殊な拘禁状態によって症状が悪化

したことで専門的な治療を必要とする者がいる｡その者

が罪を償い社会に復帰するには､その健康問題を克服し

なければならない｡近時の新聞報道によると､法務省の

調査結果より女性受刑者 (4159人対象)の約3% (124

人)が摂食障害による過食のため食物の窃盗で服役して

いるケースであることが判明したとされている4)｡異常

な噂好や異常な精神状態によって引き起こされる事件-

の対応に加え､同様にその者の健康回復-の取り組みが

重要となる｡このように､安全な社会を保障するには､

暴力や犯罪を規制すると共に､その者が抱えもつ健康問

題に取り組む必要がある｡看護者はその要員である｡国
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は､受刑者の健康障害に対する医療のあり方に対する検

討を始めている5)｡医療の担い手である看護者 (医療法

第 1条の2)も受刑者に対する看護のあり方について議

論すべきときであろう｡矯正看護は受刑者に対して専門

的な看護を提供する方策を兄いだすものであり､看護者

は法的倫理的思考を活用し､刑法や刑事訴訟法､各暴力･

虐待に対する刑事手続と責任について､また刑事施設で

の処遇に関する法制度を基に対象者の健康回復を支援す

ることによって､刑事施設において目的とする人として

の再生 ･復権に務めるものである6)｡

本稿は､このような問題意識から､日本の矯正看護

という領域において看護者の役割について裁判事例を

基に考察したものである｡

以下､刑事施設での医療提供に関する法的枠組みに

ついて整理し､刑務所内で発生した医療に関する事故

に対する裁判例と裁判所が示す刑務所内での医療水準

について､とりわけ看護の役割について検討し､矯正

看護発展の必要性を論じる｡

Ⅱ 刑事施設における医療に関する法的枠組み

1.刑事施設の対象者

刑事施設に収容される対象者は､｢刑事施設収容及び

被収容者等の処遇に関する法律｣(平成 17年5月25日

法律第50号､以下､｢刑事収容施設法｣という｡)によ

って定められており､刑罰として懲役､禁銅 ･拘留を

受け拘留された者､逮捕 ･留置された者､勾留された

者 (いずれも､刑事訴訟法の規定によること)､死刑囚

等である (同法第3条)｡ただし､同様の違法行為をな

した者すべてが刑事施設に収容されるわけではない｡

有罪判決であっても執行を猶予される場合､また行為

者によっては､そもそも罪に問えない場合がある｡

責任主義をとる日本では､重大な他害行為を行った

としてもJLヰ申喪失者には刑罰を科すことはなく､また

JLヰ申耗弱者にも不起訴処分もしくは執行猶予という判

断が下される (刑訴248条)｡刑事罰は刑の執行を受け

矯正しうる者を対象としており､違法行為を行ったこ

とに対する責任能力がない者に罰を科すことはできな

い からである (刑法第 39条)｡心神喪失 ･心神耗弱と

して責任能力を否定された者は､検察官より不起訴処

分に､あるいは裁判による無罪判決により指定精神科

病院で治療 (措置入院)をうけることになる7)｡

裁判で無罪もしくは不起訴処分が確定されると､検

察官は速やかにその旨を都道府県知事に通報しなけれ

ばならず (精神保健福祉法第 25条)､その通報を受け

た都道府県知事により､2人以上の精神保健指定医は診

察を行う｡その結果､その者が精神障害者であり､か

つ医療および保護のために入院させなければ自傷他害

のおそれがあることが認められると､触法精神障害者

としてその者を精神病院に入院させることができる

(同法第 29条)｡この制度は､治療判断を行う医師に

過重な責任を課すこと､看護 ･管理体制および他の患

者-の影響､退院後の処遇などの限界があることから､

2003(平成 15)年に成立した ｢心神喪失等の状態で重

大な他害行為を行った者の医療および観察等に関する

法律｣(以下､｢医療観察法｣)に則って触法精神障害者

に対する専門的な医療､社会復帰に向けた福祉を施す

ることとなった 8)｡こうして､触法精神障害者は､健

康問題を抱えて刑事施設に収容することなく専門的な

治療とケアを受けることができる｡しかしながら､こ

のような処遇を受ける者は､極一部である9)｡

平成23年度､一般刑法犯検挙人員は30万5631人で

あり､その1%は精神障害者 (1533人)また精神障害

の疑いのある者 (1558人)である｡そのうちで医療観

察法が適応されたのは402人に過ぎない 10)｡多くは犯

行当時の精神状態､犯行前の生活状態､犯行態様等を

考慮した結果､責任能力ありとされると､起訴され､

有罪判決を受け､情状酌量により執行を猶予されなけ

ればコ判事施設に収容される 11)｡刑事施設での生活は､

拘禁生活と厳しい監視を受けることであり､精神的に

問題を抱えた受刑者は過酷な環境による激しい精神症

状を呈することになりうる 12)｡このように刑事施設内

には高度に専門的な治療とケアを必要とする者がい る｡

加えて､近年､高齢の受刑者が増えるにつれ (平成23

年度､65歳以上は48637人であり､一般刑法検挙人員

の約 15%を占めている)､加齢による身体状況に加えて

様々な精神症状を呈するだけでなく､引受人がいない

ことから､釈放後の帰住先の確保の難しさが指摘され

ている13)｡

2.被収容者の健康管理

刑事施設の処遇に関する法は､明治41年公布の監獄

法 (現 刑事施設収容法)に遡る｡同法は､犯罪者を懲

罰によって矯正するという思想から刑務所について定

められたものであるため､被収容者の人権擁護はほと

んど考慮されていなかった｡ この監獄法の下､被収容

者-の医療は､同法第 40条により､｢在監者疾病に躍

りたるときは医師をして治療せしめ必要あるときは之

を病監に収容す｣ることで対応するとされていた｡2005
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(平成 17)年､監獄法は刑事施設収容法として､被収

容者の人権を尊重しつつ､その者の状況に応じた適切

な処遇を行うよう改められた(刑事施設収容法第1条)｡

同法による刑の執行は､｢改善更生の意欲の喚起及び社

会生活に適応する能力の育成を図る｣(同法第 30条)

ことだと改められた｡刑事施設では被収容者の処遇は

改善されるようになり､法務省管下の保護観察所､警

察や地方自治体の諸機関との連絡 ･協議体制が弓鋸ヒさ

れるようになった｡被収容者の医療および健康管理に

ついては､｢被収容者の心身の状況を把握することに努

め､被収容者の健康及び刑事施設内の衛生を保持する

ため､社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適

切な保健衛生上及び医療上の水準に照らし適切な保健

衛生上及び医療上の措置を講ずる｣(同法第56条)とい

う定めに基づき実施されることとなった｡

すべての刑務所には､最低 1名の医師が勤務してお

り､身体疾患に限らず軽度の精神疾患の診療が施され

ている｡被収容者が重篤な疾患に雁患している場合､

必要に応じ刑事施設の外の病院または診療所に通院さ

せ､やむを得ないときは刑事施設の外の病院または診

療所に入院させることができる (刑事収容施設法第62条

3)｡また各刑務所において､その必要性から医療法上

診療所 ･病院の指定を受けた医療重点施設または医療

専門施設に移送されることもある 14)｡被収容者の中に

は､逮捕以降の拘禁状況による拘禁反応として幻覚や

妄想が出現することから向精神薬を服用する者も増え

ている 15)｡このような治療は､本来､精神保健福祉法

により精神病院でのみ行わなければならない｡しかし､

精神保健福祉法によると､本治療は矯正医療 (刑務所

内での医療)には対応できない (同法第43条2)｡その

者の処遇と治療は刑務所内で専門的な治療を行うこと

になる16)｡また増え続ける高齢者の受刑者の身体･健康

に関する症状とリスク管理に対応する個別の法もなく

刑事施設収容法に則って対応している状況である｡そ

こで､このような治療とケアの場とされるのが医療刑

務所である｡以下､医療刑務所についてである｡

3.医療刑務所

医療刑務所は､終戦後陸軍刑務所を障害受刑者を収

容する特殊刑務所として開庁された施設であり､全国

に4カ所開設されている｡八王子と大阪の2施設は､

内科･外科･精神科等を備えた総合病院的機能を有する

施設であり､岡崎と北九州の2施設は､精神科専門施

設である｡医療刑務所には精神障害者､違法薬物の所

持や使用により有罪判決を受け収容され中毒精神病症

状を呈する者､拘禁状況下で不適応を生じた精神遅滞

者､様々な精神症状を呈する高齢者等､一般刑務所で

は治療 ･処遇困難な受刑者が移送されている｡医療刑

務所では､釈放 ･出所する場合には､出所先の都道府

県知事宛に治療資料､犯罪歴を添付し通報することと

なっており､情報を得た自治体はその者の出所後の処

遇を検討し入院また通院するよう進めるが､受診行動

には繋がらず､また断薬によって精神症状が再燃し再

犯に至ることも指摘されていた｡しかして刑事施設収

容法の下､医療刑務所では薬物事犯受刑者の依存症の

治療､性犯罪者の認知行動療法に基づく処遇と釈放後

の再犯防止対策に取り組んでおり､医療刑務所の果た

す役割が､日本における安全 ･秩序のある社会の構築

に繋がると期待される｡

このように医療刑務所は医療法に基づく医療提供施

設であり､公正かつ適切な医療が提供されるべきとこ

ろである｡ここでの医療の実務はどのようなものであ

るか)これについて裁判例を振り返ることとする｡本

件は､医療刑務所で起こった自殺事故に対する裁判で

あり､一審と控訴審で裁判所が異なる判断を示してい

る点で注目された事件である｡

Ⅲ 刑事施設内における自殺事故裁判の検討

1.事実の概要

A (男性 ･死亡時25歳)氏は､平成 16年4月2日､

覚醒剤取締温童反の罪により懲役1年4月の実刑判決

を受け､前刑の窃盗､毒物及び劇物取締法違反の罪に

ついて執行猶予を取り消され､同年8月5日S刑務所

に収容された｡Aは入所当初より､幻聴が聞こえる等

を訴え､平成 17年6月には､自傷行為､暴行の気勢等

の異常行動､また鉄格子に自分のシャツを結び､首を

つろうとする等の行動がみられることから､同年8月9

日､C医療刑務所に移送されることとなった｡Aはそ

の入所時､｢死ね｣との幻聴が聞こえるなど幻覚を訴え

ており､常勤精神科医2名の診察を受け覚醒剤中毒後

遺症と診断された｡向精神薬の薬物治療が開始され､

同年9月9日､一時治まっていた ｢死ね｣などとの幻

聴等の幻覚が強く郷 ′しること､数日前に居房内で自殺

を図ったが失敗したことを告白した｡そこで担当医師

は､向精神薬の投薬量を増加し､Aを監視カメラ付き

独居扉 (第二種独居房)に収容するとした｡独居房内

では､備品及び所持物品一部制限等の処置 ･処遇とし

て半タオル､布巾のみ貸与し､敷布､襟布､毛布カバ
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-を貸与しない措置を講じることとした｡ところが､

同年9月24日､Aは床から約 30cmのところにあるタ

オル掛けに貸与された半タオルと布巾を結びつけたも

のを輪状にして給首自殺を試み､翌日死亡した｡

Aの母原告Ⅹは､当該医療刑務所の医師を含めた職

員に自殺防止措置義務違反があった等として国家賠償

法 (第 1条)に基づき提訴した｡一審判決は､医師ら

にはAに対する過失があったとして国の責任を認める

とした｡これに対し国が控訴した 17)｡控訴審判決は､

原判決を取り消し､Ⅹの請求を棄却した 18)｡

2.判決要旨

本件事案の原審と控訴審は､いずれも被収容者であ

る受刑者に対する安全配慮義務には自殺防止措置義務

を含むと解するが､予見可能性と自殺防止対策の判断

について異なる判断に至っている｡以下の表は､原審

と控訴審判決を対比したものである (表1)｡

表 1.本件事案の判決要旨

裁判所の判断

(受刑者に対する安全配慮義務として)

公務員である本件刑務所の医師や職員ら

には､受刑者であるAの生命身体につい

て安全配慮義務を負い､Aに自殺に及ぶ

具体的危険性 (予見)が認められる場合

には､当該危険性に応じた自殺防止措置

を取るべき義務を負 う

原
判

決
①

予

見

可
能

性

･本件 (医療)刑務所に移送されたこと,

･本件刑務所移送後も度々幻聴 ･幻覚を

訴えていたこと,

･同年9月9日には幻覚 ･幻聴を訴える

とともに,3目前に総首自殺を試みた旨

述べ,実際に絵首自殺を試みた形跡が認

められたこと,

･これはAによる自殺企図の現れであり,

非常に強い希死念慮が窺われたこと,

･特に自殺企図者は再び自殺に及ぶ危険

性が高く,また,Aには自殺遂行の危険

因子やハイリスクファクターが認められ

たこと

↓

第二種独居房の前期設備状況やテレビカ

メラ及び刑務官等による監視状況を総合

すると､本件タオル掛けに半タオル等を

掛ける等の方法で短時間で縫死自殺を遂

げること､
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実際上は殆ど不可能な縫死は極めて困難

であると認められる

原判汰② 本件刑務所移送当日にAを第二種独

居房に収容した際には,布巾は常日許

可としつつも,タオルは必要の都度許

可として貸与の制限を行っており,日

常生活の便宜を図るためには,居房の

外にタオル掛けを固定するなど別途の措置を講ずれば

足

りること控 ↓日常生活に用い

られる最低限度の日用品の貸与制限は

､明白な理由がない限り人権保護の見

地から最小限度にとどめるべ訴 きであ

ることは瞭かである ...､Aに審 本件物品制限を超える具体的制限が必

要判 であつたとは認められない○

決 ･..仮に､本件において半タオル等の

②ー貸与をも禁止した場合には､空調

はもちろん､団扇ないし扇子等の扇ぐ

物もない夏季の刑務所の居房内で

､汗さえ自ら自由に拭くことができない状態になる

原判汰③ 本件刑務所の医師ら

が直接の診察以外に､房内での症状の

観察等に用いていたのは看護日誌であ

ったが､それは記載が簡略な杜撰なも

ので､それでは患者の状態を十分に把

握できないはずであった○それなのに

看護日誌等の記載のみからAの症状は

快方に向かっているとの誤った判断を

した結果､- 本件自殺の直前 10日間は直接の診察を行わず､適切な

治療ないし措置が講じられ

なかったため､本件自殺を防止できな

かった控訴香判汰③ ー ↓

看護日誌の作成者は､本件刑務所の医

療現場では､医師に次ぐ臨床における

専門的知見を有する看護師が､- .一

目6から7回にわたる居房等の巡視

をして､その際の観察等の結果を報告

すべき事項が存するときのみ記載して

いるもので､･..巡視等で特別なことないしは看護

日誌､視察表などに記載しづらい事項等

について､直接口頭で報告を受けること

もあった ..○したがって､看

護日誌の記載は簡略で杜撰なものであり､それをAの経過観察の

資料として用いた医師の判断は誤ってい

るとの牡畔Uは当たらない○原 - .事

実に照らせば,同日時点におい判
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控訴香判汰④ー

↓精神病疾患の自殺防止のためには､

自殺等の白.他傷行為の危険ないし虞

が現存ないし差し迫っていることが高

度に推測される場合には､保護房に収

容することが必要であり､さらにそれ

以上に危険性が高い場合には､拘束衣

等で患者の身体を直接拘束する措置が

必要である場合があることも知られて

はいるが､Aの症状等はそれらには至

っていないとして､保護室-の収容に

次ぐ措置である本件第二種独居房-収

容し､本件物品制限をした本件措置は

相当であって､その措置に当たって､

本件刑務所関係者には､前期状況にあ

るAの本件自殺を予見できなかつたことは､やむを

得なかつたものと判断される予 原

半タオルの貸与の制限を行わない旨の医

師の判断は同月9日以降も継続され,こ

の判断に基づき,本件刑務所の職員は,

判 本件自殺当日もAに対して本件半タ

オル汰 及び本件布巾を貸与し,Aは

これらを用見 いて本件自殺に至ったものと認

められ回逮描置 る○控

訴審判

汰 ↓その予見に従った作為義務等は存

しなかつた○因果 本件半

タオルと本件布巾を結び付けることは

極めて容易であり,その強度も縫首自殺を行

うには十分なものとなることに関係
加え,本件自殺の方法自体も,精神科医

にとつては十分予測可能

なものと認められる等から､相当因果関係も認

められる3.検討1)本判決の意義本件判決

の意義は､二つある｡一つ目は､医療刑務所における

自殺事故防止に対する注意義務の根拠とその基準につ

いてである｡当該施設側にA氏に対する自殺防止義務

があるとして､それは受刑者に対してであるのか､患

者に対してであるのか､またそのことによって､義務

違反を画する基準が異なることになるのであろうか｡

本件事案は､医療刑務所における医療の在り方について裁判所が判

断を下した貴重な裁判事例であり､受刑者の医療を検討する際の重要な指針になる であろう｡二つ目は

､厳重な管理監督がなされている刑務所内で､自殺す

るリスクの高い被収容者に対し､裁判所は医療者に対

しどのような対策をとることを求めているのかを示している点である｡今後の自殺事故防止

対策-の検討事項が示されており､実務上の参考にな

る｡2)刑事施設の安全配慮義務医療刑務

所に限らず､すべての刑事収容施設において社会一般の医療

水準を保障することが法の主旨である (刑事収容施設

法第56条､199条､254条)｡刑事施設

における医療について法廷で争われた事案では､施設

側に､強制的閉鎖的拘禁施設にあっては､対象は自ら

の意思によって施設から逃げることはできないのであり､

当該施設管理者には被収容者の生命､身体の安全を確保

する義務があるとされた 19)｡旧刑事施設収容法 (監獄法)の

日新七においても､受刑者の医療措置に対する過失が

肯定される事案があり20)21)､刑事施設内に

おいても当然に適切な医療が保障されるべきであることが

確認されてきた｡本件以外にも､自殺に関する施設側

の損害貝副賞請求訴訟が提起されてい る｡殺人 ･放火

事件について警察署での取り調べの際に自殺を図り死亡し

たという事案では､被疑者の自殺行為後の適切な救護

措置に慨怠があったとされた22)｡また本件事案と

同時期､拘置所で未決勾留中の被告人がぞうきんを嚇

下して自殺したことについて､当該施設の医師と看守に安全確

保義務 (在監者保護義務)違戻を認めた事案もある23)｡本

件事案の原審判決は､A氏に対する注意義務の根拠

を刑事施設内における安全西日意義務によって施設側

の注意義務違反を認めるとした｡これに対し控訴審判決

は､自殺の安全配慮義務を社会一般の精神科病院の自

殺防止義務によって判断する｡結果､A氏の自殺の予見可能性と

それを回避するための適切な防止対策の程度について

判断を異にすることとなったのである｡一般に精

神病患者の自殺事故の責任追及訴訟においては､精神

症状として自殺念慮に起因する自殺行為が発生しやす

い ことが認められることから､診療契約上の義務とし

て､患者に対し病状に応じた診療をなす義務には一般的な

自殺防止義務が含まれると解されている24)｡その

ため､精神科病院に入院中に院内で患者が自殺する事

故において､その遺族が医療者側に対して損害賠償を請求する場合も
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は密接に関係しているという指摘26)もあり､自殺念

慮 ･自殺企図を有する患者の処遇は精神科医療に携わ

る医療者にとって重要課題の一つであるが､防ぐこと

ができず自殺事故 ･事件が発生し､しばしば遺族と法

廷で争うことになる27)｡入院中の精神科患者の自殺に

ついて医療機関の責任問題は､現在の開放的治療と自

傷患者の保護との観点から､個々の事案において責任

の存否が論じられることになる28)｡

先例によると､精神科病院においては､被収容者の

治療と社会復帰を考慮した開放的処遇と自殺防止を理

由に患者を厳重な拘束 ･監視の下に置くこととの調和

を考慮しなければならないという難しさがあり29)､裁

判所は自殺防止のために萎縮医療にならないよう医師

の治療方法を含む広範な裁量を尊重する傾向がある｡

一般の精神科病院において開放的処遇を受けてい る患

者の自殺事故裁判では､差し迫った自殺の危険を示す

状況が認められなければ自殺の予見可能性は否定され

る傾向にある｡そのため､閉鎖病棟や保護室収容の患

者の自殺事故裁判では､処遇の状況から自殺-の予見

可能性があったと認められ､その回避対策 ･措置の適

否として作為義務が問われる30)｡自殺リスクのアセス

メントに関する研究もいくつかなされているが､厳重

な看護･監視下において自殺を防ぐことは容易でない｡

裁判所では､適切な管理とことが生じた際の対応等が

適切になされたか否かによって義務違反を判断し､施

設側の義務違反を否定すること31)もある｡裁判所は

個々の事案の事情によって判断している状況である｡

ここで､裁判所が求める適切な自殺防止対策について

検計する｡

3)検討- 医療刑務所における自殺防止義務

日本は世界の中でも高い自殺率を示す国であり32)､

2006(平成 18)年自殺対策基本法が制定された｡本件

判決において受刑者には医療を受ける権利があり､自

由を制限され自己決定権が認められない受刑者に対し､

刑事施設ではない医療提供施設である医療刑務所にお

いては､医療水準に適った医療や看護 (筆者､強調)

を行い その安全に配慮するよう万全の注意を払うべき

義務があると明確に示された｡そこで､問題となるの

が､注意義務の程度である｡とりわけ刑事施設の被収

容者は､自責の念が強く､自殺企図に至る可能性が高

いため､自殺防止のためには､自殺に利用可能な物品

の除去と動静の監視による自殺機会の奪うことで防止

する対策 (剥奪型予防策)を講じるが､それだけでは

防ぎ得ないことも多い33)｡社会一般の精神障害者施設

を基準に検討しながら､原審は､当該医師がAには10

日間も診察を行っていなかったこと､医師の判断資料

とする看護師の記載する杜撰な看護日誌や報告であっ

たこと等から､当該医師や担当看護師の管理する所長

を含めた ｢本件刑務所の医師､職員全体を挙げて改善

に取り組むべき組織的過失｣があったとする｡これに

対し､控訴審は､仮にAの自殺に対する予見可能性が

あったとしても､Aの自殺は､｢覚せし項rJ中毒後遺症｣

による幻覚 ･幻聴による苦痛からの逃避による突発的

なものであり本件刑務所の医師らがタオル類を貸与し

たとしても自殺は防ぎ得なかったと判示した｡またA

に対する監視についても､看護師による一日6から7

回にわたる居房等の巡視が行われており､記録にはそ

の際の観察等の結果を報告すべき事項が存するときの

み記載しているもので､症状に変更等がない場合は報

告がないとして本件記載を省略させることは多い｣こ

とが社会一般の病院においても合理的だと判断し､本

件事案の看護師についても ｢その記載主体の能力など

からして､記載事項自体並びに記載の無いことは患者

等の症状に悪化はなく問題の無いことを示すことでは､

十分信用するに足りるものである｣であるから､担当

看護師には専門的知見を有しており適切な報告 ･対芯

であったとする｡自殺の予見可能性については､それ

をはかるいまだ有効な手段はなく､裁判においては合

理的判断によって数せられることになる｡もっとも､

自殺リスクがあれば､蓋然性がさほど高くなくても医

療者は自殺防止対策をとっている｡本件事案場合には､

A氏の病歴や障害に対する専門的な知見も必要とされ

た｡本件判決は､医師とA氏との状態把握において､

専門的知識を持った看護師の能力と判断､そして適切･

的確な報告 (記録も含めて)の役割が重要であること

を示しているとみることができる｡

ところで､平成 18年法務省は､矯正管区長および強

制施設長宛に､被収容者の保健衛生および医療を適正

に行うための指導として､被収容者が負傷又は疾病に

罷っている旨の申出を行った場合には､医師に､また

医師が状況を直ちに把握できない場合には看護師 ･准

看護師にアセスメントを行うよう指導する (法務省矯

医第3293号 被収容者の保健衛生および医療に関する

訓令 平成 18年5月23日発 第 10条)こと､その翌

午 (平成 19年)には､診療記録の取り扱いと診療情報

の提供に関する訓令を発している (法務省矯医第 816

号 被収容者の診療記録の取扱い及び診療情報の提供

-78-
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に関する訓令 法務省矯医第 817号 被収容者の診療

記録の取扱い及び診療情報の提供に関する訓令の運用

について 平成 19年2月 14日)｡看護者は､必要に応

じて看護業務に関する事項を記載する看護日誌を作成

すること (法務省矯医第 816号 第 10条)､看護日誌

には､｢患者の傷病の状況､処置､医師の指示その他必

要な事項を記載すること｣(法務省矯医第817号 第4

条2項)､記載方法や内容に関しては看護師の裁量によ

るが､｢医療従事者は､患者に対し､患者が理解しやす

いように診療情報を提供するよう努めること､その方

法は､原則口頭によるが,必要時は口頭に加え文書交

付を行うこととなった(法務省矯医第816号 第13条､

第 15条)｡

Ⅳ 矯正看護学の発展に向けて

1.矯正医療の場

本稿は､矯正看護の発展の必要性について論じてお

り､社会一般で医療刑務所に対する誤解や偏見なく矯

正看護のあり方を検討する機会の一助とするものであ

る｡筆者は､平成21年､本件事案の発生場である医療

刑務所 (北九州医療刑務所)を訪問し､施設関係者よ

り本施設での取り組みについて話を伺うことができた｡

そこは､刑事施設に収容された者が奪われるのは自由

であって病が罰として貝毒果されてはならない34)という

哲学の下職員が取り組む実践の場であった｡そのこと

を踏まえ､矯正医療の実際について､ここで改めて紹

介する｡

北九州医療刑務所は､日本で最も古く (1946年)か

つ最も危険で治療が困難とされた被収容者である精神

障害受刑者の処遇施設である｡施設は､平成9(1997)

年に移転しており､広い敷地 (総敷地面積76,345m2)

には､診療棟､居室棟､経理工場と開放感のある運動

場が設置されている｡真新しい 診療棟に入ると､その

中は清潔で静か､窓からは自然光が差し込み､花々が

植えられ手入れされた中庭を目にすることができる｡

治療施設は､感染症用隔離室､手術室､集中治療室､

リ-ビリ室そして認知症のケア室等が設置されており､

設備も社会一般の医療施設と変わらない｡緊急時の対

応から慢性 ･回復に至るまでの治療ケアを行う体制を

整えているという｡

精神障害受刑者は､治療の必要性から単独室に収容

されている｡治療のためにも環境調整には､十分な配

慮が必要となる｡パーソナルスペースであるその部屋

は決して広くはないが､持ち物は整然と片付けられて

おり､失禁等で汚染が見られると夜間であってもすぐ

に対応しているとのことで異臭もなく清掃も十分にな

されている｡

社会一般の医療施設と比べ異なる状況は､懲役受刑

者には刑務作業が課せられているため､精神障害受刑

者であっても､可能な限り刑務作業に従事しなければ

ならないことである｡この点については､ ｢疾病の侵

襲によって､あるいは不幸な生い立ちによって精神に

著しい障害を受け､さらに長年にわたって不適切な社

会生活を営む中で､余りに多くの欠損を背負うことに

なった精神障害受刑者に刑を全うさせることは､受刑

者はもとより職員にも過酷な課題｣ 35)であるとし､こ

の刑務作業を作業療法として治療に取り入れる工夫を

しながら取り組んでいるとのことである｡

このように､ここでは所長を始めとする医療者と刑

務職員は､様々な環境-の取り組みを行い ながら､受

刑者の尊厳を尊重しケアに取り組んでいる｡近年､高

齢の受刑者が増加し､平成22年度には全受刑者の60

歳以上が約 16%を占めていること36)､また女子精神障

害受刑者が増加しておりその対処として女子区を設置

し新たな問題に対応しなければならないことがあげら

れている｡また敷地内に､新たに社会復帰に向けた生

活調整室等が建築されており効果的な運用が期待され

ている｡刑事収容施設法の下､社会生活に適応する能

力の育成のため､それを支援する専門職が必要とされ

ている｡触法精神障害者に専門的な司法精神看護学が

あるように､刑事施設内での専門的な看護が求められ

るであろう｡

2.矯正職員との協働にあたって

本件判決が示すよう､医療刑務所も社会一般の医療

施設と同様の医療提供がなされなければならないとい

う視点で､本件事故当時 (判決文より)の状況につい

て改めて検討すべき点がある｡本件医療刑務所での対

象は､120名程の精神障害受刑者､そのうち薬物中毒者

27,8人と､一般の精神科病院の閉鎖病棟に比べても､

治療や対応は容易でない｡その状況に対応する医療ス

タッフも十分な数とはい えない｡本件事故以降平成23

年には､収容対象者は300名でそのうち230名が精神

障害受刑者である｡対応する当該施設の職員は125名､

医師である所長と所長以外の医師4名と､看護師12名､

薬剤師､栄養士､Ⅹ線技師､臨床検査技師が各 1名ず

つの医療チームである｡医療法の法定人員として看護

師の人数に疑問があるであろうが､公安職幹吾職 員 18
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名､幹部以外の公安職職員85孝一の公安処遇職員チーム

の存在し､准看護師の資格を有する公安職職員によっ

て法定人員の要件を満たすことになっている｡

刑事施設収容法による受刑者処遇の原則に基づき､

公安職員は受刑者の人権を守るという意識改革の下､

生活支援を行っている｡本件事案でA氏のいた第 1収

容棟は45の居房のうち7室が第二種独居房は､24時間

監視カメラで監視されている｡処遇については､看護

師が1日6,7の巡回による健康管理を行い､日々 の状

況については公安職員が15分毎巡視をしていたとされ

る｡

ここでは､最も頻繁にかつ身近に精神障害受刑者に

接するのは公安職員 (井J務官)である｡彼らは､警備

に従事しながら､昼夜を問わず､病状とその変化の把

握､訴えの聴取､有効な言葉の投げかけ及び生活指導

を行っており､公安職員が精神科的治療を意識した処

遇者としての姿勢の確立と医療職職員とのチーム医療

を可能にする医学的知識および技法の習得が､施設の

治療処遇を全般的に支えている 37)｡北九州医療刑務所

では､公安職員である刑務官にも精神医学､心理学､

社会学､看護学等の分野の知識の習得を求めるため､

教育研修を行っているとのことであった｡ 八王子医療

刑務所には准看護師養成所が設置され､刑務官や法務

教官の資格を有する公安職員が准看護師の資格を取得

し全国の矯正施設で活躍している38)｡

3.看護の視点

このような公安職員と協働する看護者は､本件判決

が求める社会一般の医療施設と同様の医療 (看護)水

準は満たしているとされた｡しかし､本件の原審､ま

た法務省の指導には､刑事施設における医療とともに

看護の役割-の期待があるとみるのは考えすぎであろ

うか｡触法精神障害者に対しては司法精神看護学が発

展し､専門的知見を有する看護師の実践活動が報告さ

れている｡矯正看護においても学として発展させ､有

益な実践活動を行うことができる能力はすでに備わっ

ている｡控訴審判決では､担当看護師の専門的知見は

医師に次ぐと認められている｡高度に専門的な精神科

看護に加え､受刑者の看護には矯正という視点が含ま

れる｡

｢その者の資質及び環境に応じ､その自覚に訴え､

改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力を

図る｣39)矯正職員の知見も必要とされる｡医療刑務所

では､収容自体､病状悪化につながる課題を克服する

ための取り組みがなされており､医療の場という環境

調整がい かに大切であるかを教えてくれている40)｡精

神障害受刑者の拘禁感 ･閉塞感を和らげようと､職員

の治療的な関わりを容易にする工夫として､各部屋の

整理整頓､施設内や受刑者の居住空間は衛生に配慮す

ることに務め､職種の垣根を越えて職員全体で取り組

んでいる｡矯正職員と看護師が連携して重傷患者を根

気強く連れ出し､ともに時間を過ごす中で驚くべき回

復を遂げた事例も紹介して下さった｡そのことが社会

復帰に繋がるだけでなく､違法行為の抑止に繋がる｡

そこでの看護者は社会の安全に寄与することができる

一員である｡

矯正看護は､医療専門職者だけでは公安職員との協

働という他にはない分野である｡公安職員が看護学を

学ぶよう,人権と矯正施設の法規制について同様に専

門家組織のコンセンサスを得ながら看護者も刑事制度

や牙リ事政策の知見を共有することができる場でもある｡

矯正看護の実践活動を議論し合い､外国の知見を取り

入れ矯正看護学の発展によって､受刑者にも法の下の

平等である適切な看護を提供できるよう取り組むこと

が必要であろう｡

Ⅴ おわりに

刑事施設の中で刑を執行されている下でケアを行う

ことと人権を守ることは､看護師にとっては､挑戦で

ある41)｡本稿で取り上げた裁判例は､亡A氏の母Xが,

窃盗 ･覚醒剤取締法違反により執行猶予を取り消され

ることを承知の上で､子の更生を期待してあえて自ら

警察に覚醒剤使用の事実を通報した過程で発生した死

亡事故であった｡A氏は自殺する数日前に､社会に戻

る不安を看護師に語っていたという｡裁判という事態

となり､その母親と法廷で争うことになった職員の思

いや苦悩はいかばかりだったかと思われる｡また違法

薬物中毒に対して受刑生活を強いることがよいのだろ

うか｡医師や法律家の議論はなされている｡受刑生活

と健康を支える看護者としての視点があると考える｡

矯正看護の実務家の報告や研究､課題提起などがなさ

れることを期待する｡
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ResearchNote

DiscusslngtheneedtodevelopcorrectionalnurslnginJapan:

Inlightofatrialonmedicalcareatpenalinstitutions

KeikoYANAI,RN,PhDl)

ThisarticleexaminestheneedandpossibilitiesofdeveloplngCOrreCtional

nursingasabasicpillarfortheintroductionofforensicnursinglnJapan.Forensic

nursingstartedtodevelopinEuropeinthe1980S;itisthespecialtyareathatapplies

nursingsciencestolegalissues.NurseswhohaveknowledgeoftheprlnCiplesand

techniquesofforensicnursingdonotonlyadvocateforthosewhohavesufferedorare

sufferingtheinfringementoftheirhumanrights;buttheycanhelpsolvethehealth

problemsofindividualswhohavebeeninvolvedinlegalissuessuchasviolence,crime

andaccidents.Itisworthtomentionthattheabovementionednursingpractical

activitiesarenotcenteredinthecareofisolatedindividuals,buttheydefinitely

redoundinthepreventionandsolutionofviolenceandcrimerelatedsocialproblems.

Thespectrumofactivitiesoffわrensicnursingisbroad,Correctionalnursingisthe

areaofforensicnursingthattakescareofpenalinstitutioninmates.Thisarticle

presentsandanalyzesthesituationofcorrectionalnursingandtheroleofthe

correctionalnurse.

Keywords:prlSOn,COrreCtionalnurslng,Suicideaccidenttrial,dutyofsuicide

prevention,forensicnurslng

1)TheJapaneseRedCrossKyushulntemationalCollegeofNursir唱
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